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令和７年１１月１３日
大津市保健所健康推進課

令和７年度のがん対策に係る取組状況について

令和７年度第１回 大津市がん対策推進委員会

資料２



Lake Biwa

令和７年度のがん対策に係る主な取組

がん予防に関する科学的知識の普及

HPVワクチン接種の推進 【保健予防課】

内 容 時 期 方 法

◆ 中学校１年生（標準的な接種時期）を対象にワクチンに関するリーフレットの送付 ５月末 封書送付

◆ 高校１年生を対象に定期接種最終年度であることの通知 ５月末 はがき送付

◆ 高校１年生の未接種者を対象に定期接種最終年度であることや子宮頸がんの
リスクについて通知

９月末 はがき送付

◆ 健康や福祉に関する啓発を行う瀬田の秋・福・祭において、HPVワクチン接種の
啓発

１１月 イベント参加
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令和７年度のがん対策に係る主な取組

がん検診の受診促進

胃がん検診受診率向上対策の強化 【健康推進課】

内 容 時 期 方 法

◆ 全国健康保険協会（協会けんぽ）及び大津市国民健康保険が実施する特定健
康診査と同時に実施するがん検診に、胃がん検診（胃部エックス線検査）を追加

７月～
計５回

集団検診

◆ 個別受診勧奨（胃・肺・大腸）の対象年齢の拡充
（令和６年度） （令和７年度）

50,54,60,64,68歳 50,52,54,56,58,60,64,68歳
５月末 はがき送付
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令和７年度のがん対策に係る主な取組

学校教育におけるがん教育の充実

がん教育スピーカーバンク講師派遣事業の活用推進 【学校教育課】

内 容 方 法

◆ 滋賀県がん教育スピーカーバンク事業の広報
以下の会議等における周知
校園長会、保健主事会、養護教諭研究会、体育主任会

◆ 児童生徒を対象としたアンケート（※）の実施 事業実施後、タブレット端末から回答

※アンケートの内容
①がんについて学ぶことは、健康な生活を送るために重要か？
②がん検診を受けられる年齢になったら、受けようと思うか？
③がんになっている人も過ごしやすい世の中にしたいか？

※ 「思う・どちらかというと思う・どちらかというと思わない・思わない」の４択から選ぶ
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令和７年度のがん対策に係る主な取組

市民に対する研修機会等の充実

「がんについて考える日」市民フォーラムの実施 【健康推進課】

内 容 時 期 場所

テーマ  ：がんについて知ろう、語ろう、考えよう
講師（予定）：矢方 美紀 氏（声優・タレント、元SKE４８）
    企  画     ：講演会、関係機関活動紹介、がんに関する取組紹介ブース

2月7日
（土）

大津市役所
別館

大会議室

健康増進イベントにおけるがん予防の啓発 【健康推進課・保健予防課】

内 容 時 期 場所

◆ おおつ健康フェスティバル
「がん予防のための新１２か条」の周知

10月19日
（日）

明日都
浜大津

◆ 瀬田の秋・福・祭
大腸がんクイズラリー、子宮頸がん予防（ワクチン接種、検診）の啓発

11月8日
（土）

フォレオ
大津一里山
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令和７年度のがん対策に係る主な取組

事業所との連携による知識の普及

「働く世代のがん対策推進会議」の開催 【健康推進課】

内 容 時 期

＜構成団体＞
（学識経験者）滋賀医科大学
（がん患者団体）滋賀県がん患者団体連絡協議会
（医療関係）大津赤十字病院がん相談支援センター、市立大津市民病院がん相談支援室
（労働関係）滋賀産業保健総合支援センター、滋賀県社会保険労務士会
（保険関係）全国健康保険協会滋賀支部
（企業関係）大津商工会議所、大津北商工会、瀬田商工会、滋賀県中小企業家同友会
（行政関係）滋賀労働局、滋賀県

＜議 題＞
・他機関との協力・連携について
・ＴＡＣキャンペーンにおける企画について

１１月５日
（水）
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市内事業所と連携した両立支援の

相談対応
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令和７年度のがん対策に係る主な取組

がんの治療や療養に関する情報発信の充実 【健康推進課】

内 容 時 期

◆ 市ホームページ「がんに関する情報サイト」「大津市内のがん相談窓口に
ついて」の内容見直し

随時
◆ 市ホームページや公式ＬＩＮＥを活用した、市内の医療機関や患者団体等が
主催するがん医療・療養に関する研修の情報発信

◆ 「働く人のための大津市がん対策の相談窓口」リーフレットによる周知
・窓口設置

・イベント等における配布

がん治療に関する相談体制整備と

情報提供の充実
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令和７年度のがん対策に係る主な取組

アピアランスケア支援事業に係る助成対象品目の拡充 【健康推進課】

内 容

◆ 外見の変化による苦痛を軽減し、がん患者の社会生活を支援することを目的とし、平成３０年から実施して
いる。令和７年度より、助成対象品目を拡充した。

【助成対象品目】
（令和６年度まで） （令和７年度から）

アピアランスケアの情報提供と

利用支援

品目 助成金額 申請限度

頭髪補整具
ウィッグ・帽子等

10,000
円

1回限り

品目 助成金額 申請限度

①頭髪補整具
ウィッグ・帽子等 ①～③

それぞれ
につき

10,000
円

①～③
それぞれ
につき

1回限り

②乳房補整具（左）
補整下着・補整パッド・人工乳房

③乳房補整具（右）
補整下着・補整パッド・人工乳房 8
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